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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のかご、
　複数の停止階の乗場に設置された行先呼び登録可能な複数の乗場行先操作盤、及び
　上記乗場行先操作盤からの行先呼び登録に対して、応答するかごを選択する群管理装置
　を備え、
　上記群管理装置には、同一の停止階からの同方向への行先呼び登録数の制限値が停止階
に対応して設定されており、
　上記群管理装置は、上記乗場行先操作盤からの行先呼び登録に対して、同一の停止階か
らの同方向への行先呼び登録数をカウントするとともに、１台のかごに割り当てる行先呼
び登録数をその停止階に対応した制限値に応じて制限するエレベータシステム。
【請求項２】
　上記群管理装置には、上記乗場行先操作盤が設置された停止階が、一般階と、上記一般
階よりも混雑が予想される混雑階とに分けて登録されており、
　上記混雑階の制限値は、上記一般階の制限値よりも小さく設定されている請求項１記載
のエレベータシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、複数のかごの運行を群管理装置により管理するとともに、行先呼び登録可
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能な乗場行先操作盤が複数の停止階に設置されているエレベータシステムに関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来のエレベータ制御装置では、連続した複数階を含む複数の行先ゾーンに停止階が分
けられ、乗場の情報入力装置からの行先情報に対して、行先ゾーン毎に割り当てるかごが
決定される。また、行先ゾーンの数、各行先ゾーンに対する停止階の割当内容、各行先ゾ
ーンに対するかごの割当内容のうちのいずれかが、行先情報に基づいて変更される（例え
ば、特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３４１９４６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上記のような従来のエレベータ制御装置では、例えば主階床から３つの不連続な行先階
への行先呼びが登録されたとき、３つの行先階がそれぞれ異なる行先ゾーンに含まれる場
合があり、この場合、３台のかごが主階床に配車されることになる。即ち、従来のエレベ
ータ制御装置では、ピーク時以外の平常時間帯にも必要以上にかごが配車され、運行効率
が低下してしまう。
【０００５】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、かごの運行効率
を向上させることができるエレベータシステムを得ることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明によるエレベータシステムは、複数のかご、複数の停止階の乗場に設置された
行先呼び登録可能な複数の乗場行先操作盤、及び乗場行先操作盤からの行先呼び登録に対
して、応答するかごを選択する群管理装置を備え、群管理装置には、同一の停止階からの
同方向への行先呼び登録数の制限値が停止階に対応して設定されており、群管理装置は、
乗場行先操作盤からの行先呼び登録に対して、同一の停止階からの同方向への行先呼び登
録数をカウントするとともに、１台のかごに割り当てる行先呼び登録数をその停止階に対
応した制限値に応じて制限する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】この発明の実施の形態１によるエレベータシステムの要部を示す構成図である。
【図２】図１の乗場行先操作盤に１つの数字を入力した場合の表示状態を示す正面図であ
る。
【図３】図１の乗場行先操作盤に２つの数字を続けて入力した場合の表示状態を示す正面
図である。
【図４】図１の乗場行先操作盤に、存在しない停止階の番号を入力した場合の表示状態を
示す正面図である。
【図５】図１の乗場行先操作盤からの行先呼び登録に対する群管理装置６の動作を示すフ
ローチャートである。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　以下、この発明の好適な実施の形態について図面を参照して説明する。
　実施の形態１．
　図１はこの発明の実施の形態１によるエレベータシステムの要部を示す構成図である。
図において、建物内には複数のエレベータ装置が設置されており、各エレベータ装置のか
ご１の運転は対応する各台制御装置２により制御されている。この例では、Ａ号機及びＢ
号機の２台のエレベータ装置が設置されている。
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【０００９】
　複数の停止階（エレベータ停止階）の乗場には、行先呼び登録可能な乗場行先操作盤３
（図１では１台のみ示す）が設置されている。乗場行先操作盤３は、比較的混雑する特定
の階のみに設置しても、全ての停止階に設置してもよい。乗場行先操作盤３には、表示部
３ａと、階番号を入力するテンキー部３ｂとが設けられている。
【００１０】
　また、各停止階には、複数のホールランタン４が設置されている。ホールランタン４は
、かご１の到着予報表示や到着表示を行う。また、ホールランタン４には、行先呼びが割
り当てられた場合に号機名称を表示する号機表示灯が併設されている。
【００１１】
　各ホールランタン４は、乗場ステーション５を介して各台制御装置２に接続されている
。乗場ステーション５は、乗場に設置され、乗場に設置された機器（ホールランタン４を
含む）と各台制御装置２との通信を行う。
【００１２】
　各台制御装置２及び乗場行先操作盤３は、群管理装置６に接続されている。群管理装置
６は、機械室に設置され、エレベータ装置を一群として管理する。また、群管理装置６は
、乗場行先操作盤３からの行先呼び登録に対して、応答するかご１を選択する。
【００１３】
　群管理装置６には、同一の停止階からの同方向への行先呼び登録数の制限値が停止階に
対応して設定されている。そして、群管理装置６は、乗場行先操作盤３からの行先呼び登
録に対して、同一の停止階からの同方向への行先呼び登録数をカウントするとともに、１
台のかご１に割り当てる行先呼び登録数をその停止階に対応した制限値に応じて制限する
。
【００１４】
　具体的には、群管理装置６には、乗場行先操作盤３が設置された停止階が、一般階と、
一般階よりも混雑が予想される混雑階とに分けて登録されている。そして、混雑階の制限
値は、一般階の制限値よりも小さく設定されている。
【００１５】
　群管理装置６は、運行制御手段７、乗場行先呼び登録手段８、応答呼び数判定手段９、
割当かご選択手段１０、割当かご表示手段１１、かご行先呼び自動登録手段１２及び通信
手段１３を有している。
【００１６】
　運行制御手段７は、エレベータ装置全般の運行を制御する。乗場行先呼び登録手段８は
、押された行先ボタンに対応した行先呼びを登録する。応答呼び数判定手段９は、乗場行
先操作盤３からの行先呼び登録に対して、同一の停止階からの同方向への行先呼び登録数
をカウントするとともに、操作された乗場行先操作盤３の設置階が一般階か混雑階かを判
定する。
【００１７】
　割当かご選択手段１０は、登録された行先呼びに対する応答かごを選択する。割当かご
表示手段１１は、乗場行先操作盤３に割当かごの号機名を表示する。かご行先呼び自動登
録手段１２は、かご１内に行先呼びを自動登録する。通信手段１３は、各台制御装置２と
のシリアル通信を行う。
【００１８】
　なお、運行制御手段７、乗場行先呼び登録手段８、応答呼び数判定手段９、割当かご選
択手段１０、割当かご表示手段１１、かご行先呼び自動登録手段１２及び通信手段１３の
機能は、マイクロコンピュータにより実現することができる。即ち、マイクロコンピュー
タの記憶部には、群管理装置６の機能を実現するためのプログラム（ソフトウエア）が格
納されている。
【００１９】
　図２～図４は図１の乗場行先操作盤３の表示内容の変化を示す正面図である。例えば、
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１２階の行先呼びを登録する場合、まずテンキー部３ｂに「１」を入力する。これにより
、表示部３ａには、図２に示すように数字「１」が表示される。続いて、テンキー部３ｂ
に「２」を入力すると、表示部３ａには、図３に示すように数字「１２」が表示され、１
２階の入力が完了する。
【００２０】
　行先階の入力が完了すると、群管理装置６で呼びの割当演算が実行される。そして、割
当かごが決定すると、その号機名が図１に示すように表示される。図１の表示部３ａに表
示された「１２－Ａ」は、「１２階行きの利用者はＡ号機に乗車して下さい」という意味
である。この後所定時間が経過すると、表示部３ａは消灯され（何も表示しない状態）、
次の利用者が操作するまで待機状態となる。
【００２１】
　また、群管理装置６に対応するバンクに存在しない停止階が入力された場合、図４に示
すように、「４５－？」と表示される。これは、「４５階の行先呼びは登録できませんで
した」という意味である。
【００２２】
　図５は図１の乗場行先操作盤３からの行先呼び登録に対する群管理装置６の動作を示す
フローチャートである。例えばＦ階の行先呼びが乗場行先操作盤３から登録されると、Ｆ
階から登録された同方向への行先呼び登録数Ｄをカウントアップする（ステップＳ１）。
そして、Ｆ階が混雑階であるかどうかを判定する（ステップＳ２）。
【００２３】
　Ｆ階が混雑階であれば、１台のかご１に対する行先呼び登録数の制限値ＮをＮａにセッ
トする（ステップＳ３）。また、Ｆ階が一般階であれば、１台のかご１に対する行先呼び
登録数の制限値ＮをＮｂにセットする（ステップＳ４）。そして、Ｆ階から登録された同
方向への行先呼び登録数Ｄが制限値Ｎよりも大きいかどうかを判定する（ステップＳ５）
。
【００２４】
　Ｄ＞Ｎの場合、今登録された行先呼びを含めて以後登録される行先呼びを別のかご１に
割り当てる（ステップＳ６）。また、Ｄ≦Ｎであれば、今登録された行先呼びを既に割り
当てられているかご１に割り当てる（ステップＳ７）。そして、乗場行先操作盤３の表示
部３ａに割当号機を表示する（ステップＳ８）。
【００２５】
　次に、Ｆ階から同方向への新たな行先呼びが登録されたかどうかを確認する（ステップ
Ｓ９）。新たな行先呼びが登録されると、行先呼び登録数Ｄのカウントアップに戻る（ス
テップＳ１）。
【００２６】
　新たな行先呼びが登録されていなければ、Ｆ階に割り当てられたかご１がＦ階に到着し
たかどうかを判定する（ステップＳ１０）。かご１がまだＦ階に到着していなければ、新
たな行先呼びの監視とかご１がＦ階に到着したかの監視とを継続する。そして、かご１が
Ｆ階に到着すると、到着したかご１内に行先呼びを自動登録し（ステップＳ１１）、処理
を終了する。
【００２７】
　このようなエレベータシステムでは、乗場行先操作盤３からの行先呼び登録に対して、
同一の停止階からの同方向への行先呼び登録数をカウントするとともに、１台のかご１に
割り当てる行先呼び登録数をその停止階に対応した制限値に応じて制限するので、ビルの
利用状況に応じてかご１を効率良く配車することができ、システム全体としての運行効率
を向上させることができる。
【００２８】
　また、群管理装置６には、乗場行先操作盤３が設置された停止階が一般階と混雑階とに
分けて登録されており、混雑階の制限値は一般階の制限値よりも小さく設定されているの
で（Ｎａ＜Ｎｂ）、混雑階では１台のかご１に割り当てる行先呼び登録数が小さく抑えら
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れ、かご１の周回時間を短くし、輸送効率を向上させることができる。また、一般階では
、１台のかご１にできるだけ多くの行先呼び登録数を割り当てることができ、ビル全体に
おけるエレベータ待ち時間を短縮させることができる。
【００２９】
　なお、停止階によって制限値を変える制御は、朝夕の通勤時間帯や昼食時間帯のような
混雑時間帯のみ実施しても、１日中実施してもよい。
　また、乗場行先操作盤は、全ての停止階に設置しても、一部の停止階のみに設置しても
よい。全ての停止階に乗場行先操作盤を設置した場合、かご１内には行先ボタンを設置し
ないことも可能である。
　さらに、上記の例では、同方向への行先呼び登録数の制限値を、一般階と混雑階との２
段階に分けて設定したが、３段階以上に分けて設定してもよい。

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】
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